
日医発第 639号（健Ⅱ） 

令和 8年 7月 2日 

都道府県医師会 

感染症危機管理担当理事 殿 

 

日本医師会感染症危機管理対策室長 

笹 本 洋 一 

 

「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正について」並びに 

「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正を踏まえた手引き等 

の改訂等について」 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長より各都道府県等衛

生主管部（局）長宛に標記の通知が発出され、併せて、同課より指針の一部改正

を踏まえた手引き等の改訂について事務連絡が発出され、本会宛に周知方依頼が

ございました。 

「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針」は、少なくとも５年ごとに再検

討を加え、必要があると認めるときはこれを変更することとされています。 

今回の改正では、近年の蚊媒介感染症患者の世界的な増加、インバウンドの増

加、気候変動等を背景に、輸入感染症例を起点とした国内感染拡大の可能性に対

する体制強化の必要性を踏まえて、都道府県等におけるリスク評価及び行動計画

等の整備、殺虫剤の備蓄等の検討、空港・港湾等における媒介蚊の駆除、都道府

県等及び市町村における職員の人材の養成が、追加されております。 

適用日は令和 8年 6月 26日とされております。 

新旧指針の対照については別紙１を、各自治体における行動計画等及び蚊の調

査結果事例については、別紙２を参照ください。 

また、「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正を踏まえた手引

き等の改訂等について」では、指針の要点をまとめ、「都道府県等において平常時・

発生時に備えておくべきことの要点」、「デング熱・チクングニア熱等蚊媒介感染

症の対応・対策の手引き 地方公共団体向け」、「デング熱・チクングニア熱・ジカ

ウイルス感染症等の媒介蚊対策＜緊急時の対応マニュアル＞」、「蚊媒介感染症の

診療ガイドライン」等が掲載されたウェブサイトを案内しています。 

https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infection

s-guidelines/20260626/index.html 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、

貴会管下の郡市区医師会並びに関係医療機関等へのご周知方につきご高配を賜り

ますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-guidelines/20260626/index.html
https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-guidelines/20260626/index.html


事 務 連 絡 

令 和 ８ 年 ６ 月 2 6 日 

 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

 

 

蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正について 

 

 

 貴会におかれましては、日頃から感染症対策への格段の御理解と御尽力を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

蚊が媒介する感染症（以下「蚊媒介感染症」という。）に関する対策については、感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）に基づ

き策定される蚊媒介感染症に関する特定予防指針（平成 27 年厚生労働省告示第 260 号。

以下「指針」という。）に沿って実施されることとされています。 

今般、指針を改正し、別添のとおり、各都道府県、保健所設置市、特別区衛生主管部（局）

長あてに通知したので、貴会会員への周知等について、特段の御配慮をお願いいたします。 

 

 

 





 

 

 

感 感 発 0626 第 14 号 

令 和 ８ 年 ６ 月 2 6 日 

 

  都 道 府 県 

各 保健所設置市 衛生主管部（局）長 殿 

    特 別 区 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長 

 （ 公 印 省 略 ） 

 

 

蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正について 

 

 

蚊媒介感染症に関する対策については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。）に基づき策定される蚊媒介感

染症に関する特定感染症予防指針（平成27年厚生労働省告示第260号。以下「指針」という。）

に沿って実施することとされています。 

今般、厚生科学審議会感染症部会における議論を踏まえ、指針を別紙１のとおり改正いた

しました。主な改正内容等は下記のとおりですので、貴職におかれましては、御了知の上、

貴管内市町村（保健所を設置する市を除く。）に周知していただくようお願いいたします。 

 

記 

 

第一 改正の趣旨 

 指針は、感染症法に基づき、蚊媒介感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防

止等を図るために定められ、少なくとも５年ごとに再検討を加え、必要があると認めるとき

はこれを変更することとされている。今般、蚊媒介感染症に関する世界的な状況の変化や、

都道府県等（都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。）における蚊媒介

感染症対策の課題及び蚊媒介感染症の研究開発等に係る状況の変化等を踏まえて再検討を行

い、改正を行うもの。 

 

 



 

 

 

第二 主な改正内容 

 ○以下の内容を追加する。 

１ 近年の蚊媒介感染症患者の世界的な増加、インバウンドの増加、気候変動等を背景に、

輸入感染症例を起点とした国内感染拡大の可能性への対策強化の必要があること。（改

正後の指針前文関係） 

 

２ 国内感染症例が発生した場合の初動対応においては、都道府県等が重要な役割を果た

すことから、平常時からの備えを着実に実施する必要があること。 

・ 都道府県等におけるリスク評価及び行動計画等の整備について着実に実施するこ

と。（改正後の指針第一の三関係） 

・ 都道府県等及び市町村は、国内感染症例の発生に着実に備え、必要に応じて、平

時から殺虫剤の備蓄等について検討すること。（改正後の指針第三の二関係） 

・ 空港及び海港周辺における媒介蚊の侵入状況等の調査において、国内に定着して

いない媒介蚊又は国内に常在しない蚊媒介感染症の病原体を保有する媒介蚊が見

つかった場合、港湾区域等衛生管理運営協議会を通じ、空港関係者等への注意喚起

を行うとともに、都道府県等や空港関係者等と連携して駆除等の措置を行うこと。

（改正後の指針第三の三関係） 

・ 都道府県等及び市町村は、職員の人材の養成を着実に実施すること。（改正後の

指針第六の二関係） 

 

 ３ 蚊媒介感染症の研究の効果的な実施のために、最新の知見を踏まえつつ関係機関等

とも協力して実施することが重要であること。（改正後の指針第五の二及び三関係） 

 

○その他所要の改正を行う。 

 

第三 適用期日 

 告示日（令和８年６月２６日）から適用する。 

 

第四 その他 

１ 指針の改正に合わせ、国立健康危機管理研究機構が策定する以下の手引き等も改訂す

る予定である。 

※改訂後、改めて周知予定。 



 

 

 

・「デング熱・チクングニア熱等蚊媒介感染症の対応・対策の手引き 地方公共団体向け」 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/0000163947.pdf 

・「デング熱・チクングニア熱・ジカウイルス感染症等の蚊媒介対策＜緊急時の対応マニ

ュアル＞」 

https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-

guidelines/20190423/index.html 

・「蚊媒介感染症の診療ガイドライン」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000477538.pdf 

 

２ 別紙２のとおり、蚊媒介感染症に関する対策として、行動計画等や蚊のサーベイラン

ス結果等を公表している自治体もあることから、行動計画等の作成やサーベイランスの

実施に当たって参考とすること。 

 

３ 今回の改正において、第一の三及び第三の三の２に、蚊媒介感染症に感染したものと診

断された際に献血を控える期間を「治癒後あるいは症状消失後も一定期間」と記載したと

ころである。この一定期間については、日本赤十字社のウェブサイトにおいて蚊媒介感染

症ごとに目安の期間が示されていることから参照されたい。 

 ・日本赤十字社ウェブサイト「献血をご遠慮いただく場合」 

https://www.jrc.or.jp/donation/about/refrain/ 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/0000163947.pdf
https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-guidelines/20190423/index.html
https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-guidelines/20190423/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000477538.pdf
https://www.jrc.or.jp/donation/about/refrain/




事 務 連 絡 

令 和 ８ 年 ６ 月 2 9 日 

 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

 

 

蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正を踏まえた 

手引き等の改訂等について 

 

 

 貴会におかれましては、日頃から感染症対策への格段の御理解と御尽力を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

今般、「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正について」（令和８年６

月 26日付け感感発 0626第 14号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課

長通知）にて、都道府県等に指針を改正した旨をお知らせしたところですが、併せて、国

立健康危機管理研究機構において、指針に基づく具体的な対応として、行動計画の整備等

に御活用いただくための要点まとめを新たに作成するとともに、これまで策定していた手

引き等を改訂したことから、別添のとおり、各都道府県、保健所設置市、特別区衛生主管

部（局）長あてに連絡したので、貴会会員への周知等について、特段の御配慮をお願いい

たします。 





 

 

 

事 務 連 絡 

令 和 ８ 年 ６ 月 2 9 日 

 

  都 道 府 県 

各 保健所設置市 衛生主管部（局） 御中 

    特 別 区 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

 

蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正を踏まえた 

手引き等の改訂等について 

 

 

蚊媒介感染症に関する対策については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。）に基づき策定される蚊媒介感

染症に関する特定感染症予防指針（平成27年厚生労働省告示第260号。以下「指針」という。）

に沿って実施することとされています。 

今般、「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正について」（令和８年６月26

日付け感感発0626第14号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長通知）に

て、指針を改正した旨を通知したところですが、併せて、国立健康危機管理研究機構におい

て、指針に基づく具体的な対応として、行動計画の整備等に御活用いただくための要点まと

めを新たに作成するとともに、これまで策定していた手引き等を改訂したことから、貴職に

おかれましては、御了知の上、貴管内市町村（保健所を設置する市を除く。）に周知いただ

くようお願いいたします。 

 

【参考ＵＲＬ】 

https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-g

uidelines/20260626/index.html 

・ 「都道府県等において平常時・発生時に備えておくべきことの要点」 

https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infectio

ns-guidelines/20260626/20260626-points.pdf 

・ 「デング熱・チクングニア熱等蚊媒介感染症の対応・対策の手引き 地方公共団体

向け」 

https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-guidelines/20260626/index.html
https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-guidelines/20260626/index.html
https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-guidelines/20260626/20260626-points.pdf
https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-guidelines/20260626/20260626-points.pdf


 

 

 

https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infectio

ns-guidelines/20260626/20260626denchikfclincguide.pdf 

・ 「デング熱・チクングニア熱・ジカウイルス感染症等の媒介蚊対策＜緊急時の対応

マニュアル＞」 

https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infectio

ns-guidelines/20260626/20260626manalbo.pdf 

・ 「蚊媒介感染症の診療ガイドライン」 

https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infectio

ns-guidelines/20260626/20260626-mosquito-mediated-5.2.pdf 

 

https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-guidelines/20260626/20260626denchikfclincguide.pdf
https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-guidelines/20260626/20260626denchikfclincguide.pdf
https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-guidelines/20260626/20260626manalbo.pdf
https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-guidelines/20260626/20260626manalbo.pdf
https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-guidelines/20260626/20260626-mosquito-mediated-5.2.pdf
https://id-info.jihs.go.jp/manuals/arthropod-borne/mosquito-borne-infections-guidelines/20260626/20260626-mosquito-mediated-5.2.pdf
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関
す
る
知
識
や
経
験
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
と
も
に
、
国
民
の
媒
介
蚊
に
対
す
る
知
識
や
危
機
感

が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
中
、
媒
介
蚊
の
対
策
を
含
む
蚊
媒
介
感
染
症
の
対
策
の
充
実
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
蚊
媒
介
感
染
症
の
感
染
経
路
、
流
行
し
た
場
合
に
社
会
に
与
え
る
影
響
等
に
鑑
み
る
と
、
行
政

関
係
者
や
医
療
関
係
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
民
一
人
一
人
が
そ
の
予
防
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

我
が
国
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
、
デ
ン
グ
熱
に
国
内
で
感
染
し
た
患
者
が
、
昭
和
十
七
年
か
ら
二

十
年
ま
で
の
間
に
か
け
て
報
告
さ
れ
て
以
来
、
約
七
十
年
ぶ
り
に
報
告
さ
れ
た
。
現
在
、デ
ン
グ
熱
に
つ
い
て
は
、

特
異
的
な
治
療
法
は
存
在
せ
ず
、
ワ
ク
チ
ン
も
実
用
化
に
向
け
た
研
究
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
る
段
階
で
あ
り
、

ま
た
、
デ
ン
グ
出
血
熱
と
呼
ば
れ
る
重
篤
な
症
状
を
呈
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
蚊
媒
介
感
染
症
の
ま
ん

延
防
止
の
た
め
に
は
、
平
常
時
か
ら
感
染
症
を
媒
介
す
る
蚊
（
以
下
「
媒
介
蚊
」と
い
う
。）の
対
策
を
行
う
こ
と
、

国
内
に
お
い
て
蚊
媒
介
感
染
症
が
媒
介
蚊
か
ら
人
に
感
染
し
た
症
例
（
以
下
「
国
内
感
染
症
例
」
と
い
う
。）を
迅

速
に
把
握
す
る
こ
と
、
発
生
時
に
的
確
な
媒
介
蚊
の
対
策
を
行
う
こ
と
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
患
者
に
適
切
な
医
療

を
提
供
す
る
こ
と
な
ど
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
国
内
感
染
症
例
が
発
生
し
た
蚊
媒
介
感
染
症

は
、
予
防
接
種
の
普
及
に
よ
り
年
間
数
件
の
発
生
に
と
ど
ま
る
日
本
脳
炎
に
限
ら
れ
て
お
り
、
感
染
症
対
策
の
一

環
と
し
て
、
平
常
時
に
お
け
る
媒
介
蚊
の
対
策
だ
け
で
な
く
、
国
内
に
常
在
し
な
い
蚊
媒
介
感
染
症
が
国
内
で
発

生
し
た
際
の
媒
介
蚊
の
対
策
が
十
分
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
近
年
、
各
地
方

公
共
団
体
に
お
け
る
媒
介
蚊
の
対
策
に
関
す
る
知
識
や
経
験
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
と
も
に
、
国
民
の
媒
介
蚊
に

対
す
る
知
識
や
危
機
感
が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
中
、
媒
介
蚊
の
対
策
を
含
む
蚊
媒
介
感
染
症
の
対
策
の
充
実
が

喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
蚊
媒
介
感
染
症
の
感
染
経
路
、
流
行
し
た
場
合
に
社
会
に
与
え
る
影
響

等
に
鑑
み
る
と
、
行
政
関
係
者
や
医
療
関
係
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
民
一
人
一
人
が
そ
の
予
防
に
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

蚊
媒
介
感
染
症
で
あ
る
デ
ン
グ
熱
、
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も

日
本
国
内
に
広
く
分
布
す
る
ヒ
ト
ス
ジ
シ
マ
カ
や
、
現
在
日
本
に
は
定
着
し
て
い
な
い
ネ
ッ
タ
イ
シ
マ
カ
が
媒
介

す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
世
界
的
に
デ
ン
グ
熱
の
患
者
の
増
加
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
令
和
七

年
に
は
フ
ラ
ン
ス
や
中
国
等
で
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
の
患
者
が
多
く
報
告
さ
れ
た
。
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い

て
も
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
お
い
て
感
染
が
持
続
し
て
い
る
。
現
時
点
で
は
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
及
び
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
は
国
内
感
染
症
例
が
報
告
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
世
界
的
な
状
況
や
、
近
年
、
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
海
外
で
蚊
媒
介
感
染
症
に
か
か
っ
た
者
が
帰
国
又
は
入
国
す
る
例

（
以
下
「
輸
入
感
染
症
例
」
と
い
う
。）が
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
加
え
て
、
気
候
変
動
等
を

背
景
に
、
ヒ
ト
ス
ジ
シ
マ
カ
の
国
内
で
の
生
息
域
や
活
動
期
間
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
状
況
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
輸
入
感
染
症
例
を
起
点
と
し
て
国
内
で
感
染
が
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
日
本
に
は
常
在
し
な
い
蚊
媒
介
感
染
症
に
対
す
る
対
策
を
強
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

蚊
媒
介
感
染
症
に
は
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
マ
ラ
リ
ア
、
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
熱
、
日
本
脳
炎
な
ど
が
あ
る
。
マ

ラ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
媒
介
蚊
で
あ
る
ハ
マ
ダ
ラ
カ
が
国
内
の
人
口
が
密
集
し
て
い
る
地
帯
に
は
生
息
し
て
い
な

い
。
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
熱
に
つ
い
て
は
、
発
症
し
て
い
る
際
の
人
の
血
中
に
お
け
る
ウ
イ
ル
ス
量
が
少
な
く
、
媒

介
蚊
の
み
を
介
し
た
人
か
ら
人
へ
の
感
染
環
が
成
立
し
な
い
こ
と
か
ら
、
デ
ン
グ
熱
、
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及

び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
と
比
し
て
、
輸
入
感
染
症
例
を
起
点
と
し
て
国
内
感
染
症
例
が
発
生
す
る
可
能
性
は
低
い
。

日
本
脳
炎
に
つ
い
て
は
、
効
果
的
な
ワ
ク
チ
ン
が
既
に
存
在
し
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八

蚊
媒
介
感
染
症
で
あ
る
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
国
内
感
染

症
例
が
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
デ
ン
グ
熱
、
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
に

つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
日
本
国
内
に
広
く
分
布
す
る
ヒ
ト
ス
ジ
シ
マ
カ
が
媒
介
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
平
成
二
十
七
年
に
は
、
イ
ン
ド
、
台
湾
等
で
デ
ン
グ
熱
の
流
行
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
を
始
め
と
す
る
中
南
米
地
域

で
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
海
外
で
蚊
媒
介
感
染
症
に
か
か
っ
た
者
が
帰

国
又
は
入
国
す
る
例
（
以
下
「
輸
入
感
染
症
例
」
と
い
う
。）を
起
点
と
し
て
国
内
で
の
感
染
が
拡
大
す
る
可
能
性

が
常
に
存
在
す
る
。
蚊
媒
介
感
染
症
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
マ
ラ
リ
ア
、
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
熱
、
日
本

脳
炎
な
ど
が
あ
る
。
マ
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
媒
介
蚊
で
あ
る
ハ
マ
ダ
ラ
カ
が
国
内
の
人
口
が
密
集
し
て
い
る
地

帯
に
は
生
息
し
て
い
な
い
。
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
熱
に
つ
い
て
は
、
発
症
し
て
い
る
際
の
人
の
血
中
に
お
け
る
ウ
イ

ル
ス
量
が
少
な
く
、
媒
介
蚊
の
み
を
介
し
た
人
か
ら
人
へ
の
感
染
環
が
成
立
し
な
い
こ
と
か
ら
、
デ
ン
グ
熱
、
ジ

カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
と
比
し
て
、
輸
入
感
染
症
例
を
起
点
と
し
て
国
内
感
染
症
例
が
発
生

す
る
可
能
性
は
低
い
。
日
本
脳
炎
に
つ
い
て
は
、
効
果
的
な
ワ
ク
チ
ン
が
既
に
存
在
し
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
基
づ
く
定
期
の
予
防
接
種
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
現
時
点

で
は
、
デ
ン
グ
熱
、
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
に
つ
い
て
は
、
そ
の
感
染
が
国
内
で
拡
大
す

る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
本
指
針
で
は
、
デ
ン
グ
熱
、
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
チ
ク

ン
グ
ニ
ア
熱
を
、
重
点
的
に
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
蚊
媒
介
感
染
症
に
位
置
付
け
、
こ
れ
ら
の
感
染
症
の
媒

介
蚊
で
あ
る
ヒ
ト
ス
ジ
シ
マ
カ
が
発
生
す
る
地
域
に
お
け
る
対
策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
発
生
の
予
防
と

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
五
十
四
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
関
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百

六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎


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本
指
針
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
動
向
、蚊
媒
介
感
染
症
の
予
防
・
治
療
等
に
関
す
る
最
新
の
科
学
的
知
見
、

本
指
針
に
基
づ
く
取
組
の
進
捗
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
改
正
す
る
も
の
と
す
る
。

号
）
に
基
づ
く
定
期
の
予
防
接
種
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
デ
ン
グ
熱
、
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
チ
ク

ン
グ
ニ
ア
熱
に
つ
い
て
は
、
特
異
的
な
治
療
法
は
存
在
せ
ず
対
症
療
法
が
基
本
と
な
る
こ
と
か
ら
、現
時
点
で
は
、

国
内
に
侵
入
し
た
際
に
感
染
が
拡
大
す
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
本
指
針
で
は
、
デ
ン
グ

熱
、
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
を
、
重
点
的
に
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
蚊
媒
介
感
染
症

に
位
置
付
け
、
こ
れ
ら
の
感
染
症
の
媒
介
蚊
で
あ
る
ヒ
ト
ス
ジ
シ
マ
カ
が
発
生
す
る
地
域
に
お
け
る
対
策
を
講
じ

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
発
生
の
予
防
と
ま
ん
延
の
防
止
を
図
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
以

外
の
蚊
媒
介
感
染
症
（
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
熱
、
黄
熱
、
西
部
ウ
マ
脳
炎
、
東
部
ウ
マ
脳
炎
、
日
本
脳
炎
、
ベ
ネ
ズ

エ
ラ
ウ
マ
脳
炎
、
マ
ラ
リ
ア
、
野
兎と

病
及
び
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
）
に
関
す
る
対
策
や
今
後
国
内
に
お
け
る
定
着
が

危
惧
さ
れ
る
ネ
ッ
タ
イ
シ
マ
カ
が
発
生
す
る
地
域
に
お
け
る
対
策
に
つ
い
て
も
、
共
通
す
る
取
組
は
必
要
に
応
じ

て
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

本
指
針
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
、
適
切
な
リ
ス
ク
評
価
を
行
っ
た
上
で
、
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
対
策

を
実
施
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
医
療
関

係
者
、
国
民
等
、
全
て
の
関
係
者
が
連
携
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
施
策
に
つ
い
て
、
新
た
な
方
向
性
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

ま
ん
延
の
防
止
を
図
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
以
外
の
蚊
媒
介
感
染
症
（
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ

ル
熱
、
黄
熱
、
西
部
ウ
マ
脳
炎
、
東
部
ウ
マ
脳
炎
、
日
本
脳
炎
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
ウ
マ
脳
炎
、
マ
ラ
リ
ア
、
野
兎と

病

及
び
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
）
に
関
す
る
対
策
や
今
後
国
内
に
お
け
る
定
着
が
危
惧
さ
れ
る
ネ
ッ
タ
イ
シ
マ
カ
が
発
生

す
る
地
域
に
お
け
る
対
策
に
つ
い
て
も
、
共
通
す
る
取
組
は
必
要
に
応
じ
て
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

本
指
針
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
、
適
切
な
リ
ス
ク
評
価
を
行
っ
た
上
で
、

必
要
な
範
囲
に
お
い
て
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、国
、

地
方
公
共
団
体
、
医
療
関
係
者
、
国
民
等
、全
て
の
関
係
者
が
連
携
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
施
策
に
つ
い
て
、

新
た
な
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

本
指
針
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
動
向
、蚊
媒
介
感
染
症
の
予
防
・
治
療
等
に
関
す
る
最
新
の
科
学
的
知
見
、

本
指
針
に
基
づ
く
取
組
の
進
捗
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
改
正
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一

平
常
時
の
予
防
対
策

第
一

平
常
時
の
予
防
対
策

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
般
的
な
予
防
方
法
の
普
及

二

一
般
的
な
予
防
方
法
の
普
及

国
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
国
民
に
対
し
、
個
人
及
び
地
域
で
実
施
可
能
な
予
防
方
法
と
し
て
、

媒
介
蚊
の
発
生
源
の
対
策
、肌
を
で
き
る
だ
け
露
出
し
な
い
服
装
や
忌
避
剤
等
の
使
用
等
に
よ
る
防
蚊
対
策
、

ワ
ク
チ
ン
が
あ
る
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
は
予
防
接
種
等
の
普
及
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
国
、

都
道
府
県
等
は
、
海
外
に
渡
航
す
る
者
に
対
し
、
現
地
で
流
行
し
て
い
る
蚊
媒
介
感
染
症
、
防
蚊
対
策
、
黄

熱
等
の
予
防
接
種
、
マ
ラ
リ
ア
予
防
薬
の
服
薬
な
ど
の
蚊
媒
介
感
染
症
の
予
防
方
法
に
関
す
る
知
識
の
周
知

徹
底
を
図
り
、
海
外
へ
渡
航
す
る
者
が
海
外
で
蚊
媒
介
感
染
症
に
か
か
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
蚊

媒
介
感
染
症
が
国
内
に
持
ち
込
ま
れ
る
頻
度
を
低
減
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

国
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
国
民
に
対
し
、
個
人
及
び
地
域
で
実
施
可
能
な
予
防
方
法
と
し
て
、

媒
介
蚊
の
発
生
源
の
対
策
、
肌
を
で
き
る
だ
け
露
出
し
な
い
服
装
や
忌
避
剤
の
使
用
等
に
よ
る
防
蚊
対
策
、

ワ
ク
チ
ン
が
あ
る
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
は
予
防
接
種
等
の
普
及
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
国
、

都
道
府
県
等
は
、
海
外
に
渡
航
す
る
者
に
対
し
、
現
地
で
流
行
し
て
い
る
蚊
媒
介
感
染
症
、
防
蚊
対
策
、
黄

熱
等
の
予
防
接
種
、
マ
ラ
リ
ア
予
防
薬
の
服
薬
な
ど
の
蚊
媒
介
感
染
症
の
予
防
方
法
に
関
す
る
知
識
の
周
知

徹
底
を
図
り
、
海
外
へ
渡
航
す
る
者
が
海
外
で
蚊
媒
介
感
染
症
に
か
か
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
蚊

媒
介
感
染
症
が
国
内
に
持
ち
込
ま
れ
る
頻
度
を
低
減
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

三

平
常
時
の
対
応

三

平
常
時
の
対
応

国
は
、
国
内
に
常
在
し
な
い
蚊
媒
介
感
染
症
の
病
原
体
が
船
舶
又
は
航
空
機
を
介
し
て
国
内
に
侵
入
す
る

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
規
定
に
基
づ

き
、
乗
客
等
へ
の
質
問
や
診
察
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
船
舶
等
に
対
し
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。
ま
た
、

空
港
及
び
海
港
周
辺
に
お
い
て
、
海
外
か
ら
の
媒
介
蚊
の
侵
入
状
況
等
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
、
都
道
府

県
等
及
び
関
係
機
関
で
構
成
さ
れ
る
港
湾
区
域
等
衛
生
管
理
運
営
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。）に

調
査
結
果
を
情
報
共
有
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
都
道
府
県
等
や
空
港
関
係
者
等
へ
の
注
意
喚
起

や
、
都
道
府
県
等
や
空
港
関
係
者
等
と
連
携
し
て
駆
除
等
の
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

国
は
、
空
港
及
び
海
港
周
辺
に
お
い
て
、海
外
か
ら
の
媒
介
蚊
の
侵
入
状
況
等
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
、

必
要
に
応
じ
て
駆
除
等
の
措
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

都
道
府
県
等
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
に
関
す
る
人
及
び
蚊
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
リ
ス
ク
評
価
を
着

実
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
リ
ス
ク
評
価
の
結
果
、
注
意
が
必
要
と
さ
れ
た
地
点
に
お
い
て
は
、
必
要
に

応
じ
て
、
市
町
村
と
連
携
し
つ
つ
、
施
設
等
の
管
理
者
等
の
協
力
を
得
て
、
定
点
を
定
め
た
媒
介
蚊
の
発
生

状
況
の
継
続
的
な
観
測
（
以
下
「
定
点
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。）、
媒
介
蚊
の
幼
虫
の
発
生
源
の
対
策
及

び
媒
介
蚊
の
成
虫
の
駆
除
、
当
該
地
点
に
長
時
間
滞
在
す
る
者
又
は
頻
回
に
訪
問
す
る
者
に
対
す
る
予
防
の

た
め
の
防
蚊
対
策
に
関
す
る
注
意
喚
起
や
健
康
調
査
な
ど
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
注
意
が
必
要
と
さ

れ
る
地
点
と
し
て
は
、
当
該
地
点
に
長
時
間
滞
在
す
る
者
又
は
頻
回
に
訪
問
す
る
者
が
多
く
、
海
外
か
ら
の

渡
航
者
が
多
く
訪
れ
、
か
つ
、
大
規
模
公
園
な
ど
の
蚊
の
生
息
に
適
し
た
場
所
が
存
在
す
る
地
点
が
考
え
ら

れ
る
。

都
道
府
県
等
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
に
関
す
る
人
及
び
蚊
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
リ
ス
ク
評
価
を
行

う
も
の
と
す
る
。
リ
ス
ク
評
価
の
結
果
、
注
意
が
必
要
と
さ
れ
た
地
点
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
市

町
村
と
連
携
し
つ
つ
、
施
設
等
の
管
理
者
等
の
協
力
を
得
て
、
定
点
を
定
め
た
媒
介
蚊
の
発
生
状
況
の
継
続

的
な
観
測
（
以
下
「
定
点
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。）、
媒
介
蚊
の
幼
虫
の
発
生
源
の
対
策
及
び
媒
介
蚊
の

成
虫
の
駆
除
、
当
該
地
点
に
長
時
間
滞
在
す
る
者
又
は
頻
回
に
訪
問
す
る
者
に
対
す
る
予
防
の
た
め
の
防
蚊

対
策
に
関
す
る
注
意
喚
起
や
健
康
調
査
な
ど
の
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
注
意
が
必
要
と
さ
れ
る
地
点
と

し
て
は
、
当
該
地
点
に
長
時
間
滞
在
す
る
者
又
は
頻
回
に
訪
問
す
る
者
が
多
く
、
海
外
か
ら
の
渡
航
者
が
多

く
訪
れ
、
か
つ
、
大
規
模
公
園
な
ど
の
蚊
の
生
息
に
適
し
た
場
所
が
存
在
す
る
地
点
が
考
え
ら
れ
る
。

都
道
府
県
等
は
、
輸
入
感
染
症
例
に
つ
い
て
、
媒
介
蚊
の
活
動
が
活
発
な
時
期
で
あ
る
か
否
か
や
周
辺
の

媒
介
蚊
の
発
生
状
況
に
留
意
し
つ
つ
、
当
該
者
の
国
内
で
の
蚊
の
刺

歴
等
の
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
医

都
道
府
県
等
は
、
輸
入
感
染
症
例
に
つ
い
て
、
媒
介
蚊
の
活
動
が
活
発
な
時
期
で
あ
る
か
否
か
や
周
辺
の

媒
介
蚊
の
発
生
状
況
に
留
意
し
つ
つ
、
当
該
者
の
国
内
で
の
蚊
の
刺

歴
等
の
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
医

療
機
関
と
連
携
し
、
蚊
媒
介
感
染
症
と
診
断
さ
れ
た
患
者
に
対
し
て
、
血
液
中
に
病
原
体
が
多
く
含
ま
れ
る
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ま
た
、
国
は
、
国
内
感
染
症
例
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
人
及
び
媒
介
蚊
に
つ
い
て
の
積
極
的
疫
学
調

査
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
十
五
条
に
基
づ
く
調
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）等
に
関
す
る
手
引
を
作
成
す
る
。

都
道
府
県
等
は
、
当
該
手
引
を
踏
ま
え
、
平
常
時
か
ら
国
内
発
生
時
ま
で
の
具
体
的
な
行
動
計
画
等
を
着
実

に
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
国
は
、
国
内
感
染
症
例
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
人
及
び
媒
介
蚊
に
つ
い
て
の
積
極
的
疫
学
調

査
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
十
五
条
に
基
づ
く
調
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）等
に
関
す
る
手
引
を
作
成
す
る
。

都
道
府
県
等
は
、
当
該
手
引
を
踏
ま
え
、
平
常
時
か
ら
国
内
発
生
時
ま
で
の
具
体
的
な
行
動
計
画
等
を
整
備

す
る
こ
と
と
す
る
。

国
民
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
対
す
る
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
海
外
へ
の
渡
航
時
は
、
予
防
の
た
め
の
防
蚊

対
策
を
実
行
す
る
と
と
も
に
、
帰
国
後
、
発
熱
な
ど
で
医
療
機
関
を
受
診
す
る
場
合
は
海
外
へ
の
渡
航
歴
を

伝
え
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
帰
国
後
に
蚊
媒
介
感
染
症
と
診
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
医
師
や

行
政
機
関
の
助
言
に
従
い
、
病
原
体
血
症
期
に
お
い
て
、
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
防
蚊
対
策
を
確
実
に
実
施

し
て
蚊
に
刺
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
治
癒
後
あ
る
い
は
症
状
消
失
後
も
一
定
期
間
献
血
を
控
え
る
こ

と
、
行
政
機
関
が
実
施
す
る
積
極
的
疫
学
調
査
に
協
力
す
る
こ
と
な
ど
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
国
内
発
生
の
予

防
の
た
め
に
必
要
な
協
力
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

国
民
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
対
す
る
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
海
外
へ
の
渡
航
時
は
、
予
防
の
た
め
の
防
蚊

対
策
を
実
行
す
る
と
と
も
に
、
帰
国
後
、
発
熱
な
ど
で
医
療
機
関
を
受
診
す
る
場
合
は
海
外
へ
の
渡
航
歴
を

伝
え
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
蚊
媒
介
感
染
症
と
診
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
医
師
や
行
政
機
関

の
助
言
に
従
い
、
病
原
体
血
症
期
に
お
い
て
、
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
防
蚊
対
策
を
確
実
に
実
施
し
て
蚊
に

刺
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
献
血
を
控
え
る
こ
と
、
行
政
機
関
が
実
施
す
る
積
極
的
疫
学
調
査
に
協
力

す
る
こ
と
な
ど
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
国
内
発
生
の
予
防
の
た
め
に
必
要
な
協
力
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
と

す
る
。

療
機
関
と
連
携
し
、
蚊
媒
介
感
染
症
と
診
断
さ
れ
た
患
者
に
対
し
て
、
血
液
中
に
病
原
体
が
多
く
含
ま
れ
る

た
め
蚊
を
媒
介
し
て
感
染
拡
大
の
リ
ス
ク
が
あ
る
期
間
（
以
下
「
病
原
体
血
症
期
」
と
い
う
。）の
ま
ん
延
防

止
の
た
め
の
防
蚊
対
策
や
献
血
の
回
避
の
重
要
性
に
関
す
る
指
導
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

た
め
蚊
を
媒
介
し
て
感
染
拡
大
の
リ
ス
ク
が
あ
る
期
間
（
以
下
「
病
原
体
血
症
期
」
と
い
う
。）の
ま
ん
延
防

止
の
た
め
の
防
蚊
対
策
や
献
血
の
回
避
の
重
要
性
に
関
す
る
指
導
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
二

発
生
動
向
の
調
査
の
強
化

第
二

発
生
動
向
の
調
査
の
強
化

一

（
略
）

一

（
略
）

二

蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
動
向
の
調
査
の
強
化

二

蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
動
向
の
調
査
の
強
化

国
及
び
都
道
府
県
等
に
よ
る
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
動
向
の
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
医
師
の
届
出
に
よ
る

患
者
の
情
報
の
み
な
ら
ず
、
遺
伝
子
検
査
等
に
よ
る
情
報
及
び
定
点
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
る
媒
介
蚊
の
増
減

な
ど
の
情
報
も
含
め
、
総
合
的
に
分
析
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
動
向
の
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
医
師
の
届
出
に
よ
る
患

者
の
情
報
の
み
な
ら
ず
、
患
者
の
検
体
か
ら
検
出
さ
れ
た
病
原
体
に
関
す
る
情
報
及
び
定
点
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

に
よ
る
媒
介
蚊
の
増
減
な
ど
の
情
報
も
含
め
、
総
合
的
に
分
析
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

病
原
体
の
遺
伝
子
検
査
等
の
実
施

五

病
原
体
の
遺
伝
子
検
査
等
の
実
施

国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
及
び
地
方
衛
生
研
究
所
等
（
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一

号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
衛
生
研
究
所
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）は
、
輸
入
感
染
症
例
及

び
国
内
感
染
症
例
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
提
出
さ
れ
た
全
て
の
検
体
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
病
原
体
の

遺
伝
子
検
査
を
実
施
し
、
病
原
体
の
血
清
型
等
を
解
析
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
病
原
体
の
遺
伝
子

配
列
の
解
析
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
感
染
経
路
の
究
明
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
都
道
府
県
等
は
、
地
方

衛
生
研
究
所
等
に
お
い
て
病
原
体
の
遺
伝
子
検
査
等
を
実
施
し
た
場
合
、
そ
の
結
果
を
速
や
か
に
国
に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。

国
、
都
道
府
県
等
及
び
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
は
、
輸
入
感
染
症
例
及
び
国
内
感
染
症
例
の
い
ず

れ
に
お
い
て
も
、
提
出
さ
れ
た
全
て
の
検
体
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
病
原
体
の
遺
伝
子
検
査
を
実
施
し
、

病
原
体
の
血
清
型
等
を
解
析
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
病
原
体
の
遺
伝
子
配
列
の
解
析
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
感
染
経
路
の
究
明
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
都
道
府
県
等
は
、
病
原
体
の
遺
伝
子
検
査
等
を
実

施
し
た
場
合
、
そ
の
結
果
を
速
や
か
に
国
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

六

（
略
）

六

（
略
）

第
三

国
内
感
染
の
ま
ん
延
防
止
対
策

第
三

国
内
感
染
の
ま
ん
延
防
止
対
策

一

基
本
的
考
え
方

一

基
本
的
考
え
方

国
、
都
道
府
県
等
、
市
町
村
、
医
療
関
係
者
等
の
関
係
者
及
び
国
民
一
人
一
人
が
感
染
予
防
に
取
り
組
む

こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
そ
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
国
内
で
の
ま
ん
延
の
防
止
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
。

国
、
都
道
府
県
等
、
市
町
村
、
医
療
関
係
者
等
の
関
係
者
及
び
国
民
一
人
一
人
が
予
防
に
取
り
組
む
こ
と

が
基
本
で
あ
り
、
そ
の
予
防
対
策
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
国
内
で
の
ま
ん
延
の
防
止
に
結
び
付
け
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

二

平
常
時
か
ら
の
備
え

（
新
設
）

国
は
、
空
港
及
び
海
港
周
辺
に
お
け
る
海
外
か
ら
の
媒
介
蚊
の
侵
入
状
況
等
の
調
査
に
お
い
て
、
国
内
に

定
着
し
て
い
な
い
媒
介
蚊
又
は
国
内
に
常
在
し
な
い
蚊
媒
介
感
染
症
の
病
原
体
を
保
有
す
る
媒
介
蚊
が
見
つ

か
っ
た
場
合
に
備
え
、
平
時
か
ら
措
置
に
必
要
な
殺
虫
剤
等
の
備
蓄
を
行
う
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
多
く
の
都
道
府
県
等
に
お
い
て
輸
入
感
染
症
例
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
等

及
び
市
町
村
は
、
有
効
か
つ
適
切
な
蚊
の
駆
除
を
達
成
す
る
た
め
、
国
内
感
染
症
例
の
発
生
に
着
実
に
備
え

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
平
時
か
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さ
ら
に
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
媒
介
蚊
の
密
度
調
査
等
を
実
施
す
る
場
合
、
当
該
調
査
等
に
従

事
す
る
者
が
蚊
媒
介
感
染
症
に
か
か
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
防
蚊
対
策
を
徹
底
す
る
も
の
と
す
る
。

ら
の
殺
虫
剤
の
備
蓄
や
散
布
機
の
整
備
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
と
と
も
に
、
駆
除
に
当
た
っ
て
事
業
者
に
委

託
す
る
場
合
は
、
適
切
な
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ
る
事
業
者
（
ペ
ス
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
事
業

者
等
）
を
選
定
し
、
当
該
事
業
者
と
の
連
携
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

三

国
内
発
生
時
の
対
応

二

国
内
発
生
時
の
対
応

１

国
は
、
空
港
及
び
海
港
周
辺
に
お
け
る
海
外
か
ら
の
媒
介
蚊
の
侵
入
状
況
等
の
調
査
に
お
い
て
、
国
内

に
定
着
し
て
い
な
い
媒
介
蚊
又
は
国
内
に
常
在
し
な
い
蚊
媒
介
感
染
症
の
病
原
体
を
保
有
す
る
媒
介
蚊
が

発
見
さ
れ
た
場
合
、
協
議
会
を
通
じ
、都
道
府
県
等
や
空
港
関
係
者
等
へ
の
注
意
喚
起
を
行
う
と
と
も
に
、

都
道
府
県
等
や
空
港
関
係
者
等
と
連
携
し
て
駆
除
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

２

国
内
に
常
在
し
な
い
蚊
媒
介
感
染
症
の
国
内
感
染
症
例
が
発
生
し
た
場
合
、
当
該
症
例
が
発
生
し
た
市

町
村
、
都
道
府
県
等
及
び
国
等
の
間
で
、
迅
速
に
情
報
共
有
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
住
民
等

へ
の
注
意
喚
起
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

都
道
府
県
等
は
、
国
内
感
染
症
例
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
全
て
の
症
例
に
対
し
て
積
極
的
疫
学
調

査
を
実
施
し
、
国
内
で
蚊
媒
介
感
染
症
に
か
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
場
所
（
以
下
「
推
定
感
染
地
」
と
い

う
。）に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
。
ま
た
、
国
や
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
の
協
力
を
得
つ
つ
、
必

要
に
応
じ
て
、
推
定
感
染
地
の
周
辺
の
媒
介
蚊
の
密
度
調
査
等
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。
積
極
的
疫
学

調
査
の
結
果
、
他
の
都
道
府
県
等
へ
の
情
報
提
供
を
要
す
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
迅
速
に
情
報
提
供

を
行
い
、
必
要
に
応
じ
、
他
の
都
道
府
県
等
と
の
間
で
連
携
を
取
り
つ
つ
、対
策
を
講
じ
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
蚊
媒
介
感
染
症
と
診
断
さ
れ
た
患
者
に
対
し
て
は
、
病
原
体
血
症
期
の
蚊
の
刺

歴
等
を
確
認
す

る
と
と
も
に
、
医
療
機
関
と
連
携
し
、
病
原
体
血
症
期
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
防
蚊
対
策
や
献
血
の
回

避
の
重
要
性
に
つ
い
て
指
導
す
る
こ
と
と
す
る
。

都
道
府
県
等
は
、
国
内
の
同
一
地
点
、
同
一
期
間
又
は
同
一
集
団
内
で
複
数
の
国
内
感
染
症
例
が
発
生

す
る
こ
と
、
異
な
る
患
者
の
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
病
原
体
の
遺
伝
子
配
列
が
一
致
す
る
こ
と
な
ど
に
よ

り
、
推
定
感
染
地
が
あ
る
程
度
特
定
さ
れ
た
場
合
、
現
地
に
お
け
る
法
第
三
十
五
条
に
基
づ
く
蚊
の
密
度

調
査
等
の
結
果
や
、
当
該
推
定
感
染
地
が
公
園
等
の
公
共
施
設
で
あ
る
と
き
は
、
利
用
者
の
状
況
等
を
踏

ま
え
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
感
染
が
拡
大
す
る
蓋
然
性
の
評
価
を
実
施
す
る
。
さ
ら
に
、
都
道
府
県
等
は
、

蚊
媒
介
感
染
症
の
感
染
が
拡
大
す
る
蓋
然
性
に
関
す
る
評
価
の
結
果
に
応
じ
、
法
第
二
十
八
条
に
基
づ
き

施
設
等
の
管
理
者
等
や
市
町
村
へ
の
有
効
か
つ
適
切
な
蚊
の
駆
除
の
指
示
を
行
い
、
事
業
者
に
委
託
す
る

場
合
は
、
適
切
な
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ
る
事
業
者（
ペ
ス
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
事
業
者
等
）

を
選
定
し
、
当
該
事
業
者
と
の
連
携
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
当
該
推
定
感
染
地
の
管
理
者
等
や

市
町
村
と
連
携
し
て
、
一
定
の
区
域
の
立
入
制
限
等
を
含
む
媒
介
蚊
の
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

国
民
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
動
向
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
感
染
し
た
も
の
と

診
断
さ
れ
た
際
は
、
医
師
や
行
政
機
関
の
助
言
に
従
い
、
病
原
体
血
症
期
に
お
い
て
は
、
ま
ん
延
防
止
の

た
め
の
防
蚊
対
策
を
確
実
に
実
施
し
て
蚊
に
刺
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
治
癒
後
あ
る
い
は
症
状
消

失
後
も
一
定
期
間
献
血
を
控
え
る
こ
と
、
行
政
機
関
が
実
施
す
る
積
極
的
疫
学
調
査
に
協
力
す
る
こ
と
な

ど
、
感
染
の
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
協
力
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

国
内
に
常
在
し
な
い
蚊
媒
介
感
染
症
の
国
内
感
染
症
例
が
発
生
し
た
場
合
、
当
該
症
例
が
発
生
し
た
市
町

村
、
都
道
府
県
等
及
び
国
等
の
間
で
、
迅
速
に
情
報
共
有
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
住
民
等
へ
の

注
意
喚
起
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

都
道
府
県
等
は
、
国
内
感
染
症
例
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
全
て
の
症
例
に
対
し
て
積
極
的
疫
学
調
査

を
実
施
し
、
国
内
で
蚊
媒
介
感
染
症
に
か
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
場
所
（
以
下
「
推
定
感
染
地
」
と
い
う
。）

に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
。
ま
た
、
国
や
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
の
協
力
を
得
つ
つ
、
必
要
に
応

じ
て
、
推
定
感
染
地
の
周
辺
の
媒
介
蚊
の
密
度
調
査
等
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。
積
極
的
疫
学
調
査
の
結

果
、
他
の
都
道
府
県
等
へ
の
情
報
提
供
を
要
す
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
迅
速
に
情
報
提
供
を
行
い
、
必

要
に
応
じ
、
他
の
都
道
府
県
等
と
の
間
で
連
携
を
取
り
つ
つ
、
対
策
を
講
じ
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
蚊
媒

介
感
染
症
と
診
断
さ
れ
た
患
者
に
対
し
て
は
、
病
原
体
血
症
期
の
蚊
の
刺

歴
等
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

医
療
機
関
と
連
携
し
、
病
原
体
血
症
期
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
防
蚊
対
策
や
献
血
の
回
避
の
重
要
性
に
つ

い
て
指
導
す
る
こ
と
と
す
る
。

都
道
府
県
等
は
、
国
内
の
同
一
地
点
、
同
一
期
間
又
は
同
一
集
団
内
で
複
数
の
国
内
感
染
症
例
が
発
生
す

る
こ
と
、
異
な
る
患
者
の
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
病
原
体
の
遺
伝
子
配
列
が
一
致
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

推
定
感
染
地
が
あ
る
程
度
特
定
さ
れ
た
場
合
、
現
地
に
お
け
る
法
第
三
十
五
条
に
基
づ
く
蚊
の
密
度
調
査
等

の
結
果
や
、
当
該
推
定
感
染
地
が
公
園
等
の
公
共
施
設
で
あ
る
と
き
は
、
利
用
者
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
蚊

媒
介
感
染
症
の
感
染
が
拡
大
す
る
蓋
然
性
の
評
価
を
実
施
す
る
。
さ
ら
に
、
都
道
府
県
等
は
、
蚊
媒
介
感
染

症
の
感
染
が
拡
大
す
る
蓋
然
性
に
関
す
る
評
価
の
結
果
に
応
じ
、
法
第
二
十
八
条
に
基
づ
き
施
設
等
の
管
理

者
等
や
市
町
村
へ
の
有
効
か
つ
適
切
な
蚊
の
駆
除
の
指
示
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
推
定
感
染
地
の
管
理
者

等
や
市
町
村
と
連
携
し
て
、一
定
の
区
域
の
立
入
制
限
等
を
含
む
媒
介
蚊
の
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
平
時
か
ら
殺
虫
剤
の
備
蓄
や
散
布
機
の
整
備
に
つ
い
て
考
慮
し
、市
町
村
は
、

必
要
に
応
じ
て
、
都
道
府
県
の
指
示
の
下
、
有
効
か
つ
適
切
な
蚊
の
駆
除
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
そ

の
際
に
事
業
者
に
委
託
す
る
場
合
は
、適
切
な
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ
る
事
業
者
を
選
定
し
、

当
該
事
業
者
と
の
連
携
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
媒
介
蚊
の
密
度
調
査
等
を
実
施
す
る
場
合
、
当
該
調
査
等
に
従
事

す
る
者
が
蚊
媒
介
感
染
症
に
か
か
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
防
蚊
対
策
を
徹
底
す
る
も
の
と
す
る
。

国
民
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
動
向
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
感
染
し
た
も
の
と
診

断
さ
れ
た
際
は
、
医
師
や
行
政
機
関
の
助
言
に
従
い
、
病
原
体
血
症
期
に
お
い
て
は
、
ま
ん
延
防
止
の
た
め

の
防
蚊
対
策
を
確
実
に
実
施
し
て
蚊
に
刺
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
献
血
を
控
え
る
こ
と
、
行
政
機
関

が
実
施
す
る
積
極
的
疫
学
調
査
に
協
力
す
る
こ
と
な
ど
、
感
染
の
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
協
力
を
行
う
よ
う

努
め
る
こ
と
と
す
る
。

第
四

（
略
）

第
四

（
略
）

第
五

研
究
開
発
の
推
進

第
五

研
究
開
発
の
推
進

一

（
略
）

一

（
略
）

二

ワ
ク
チ
ン
等
の
研
究
開
発
の
推
進

二

ワ
ク
チ
ン
等
の
研
究
開
発
の
推
進

デ
ン
グ
熱
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
に
つ
い
て
は
、現
在
国
内
に
承
認
さ
れ
て
い
る
ワ
ク
チ
ン
が
存
在
せ
ず
、

国
内
で
の
ワ
ク
チ
ン
の
実
用
化
に
向
け
た
研
究
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
感
染

症
は
、
国
が
定
め
た
重
点
感
染
症
（
公
衆
衛
生
危
機
管
理
に
お
い
て
、
救
命
、
流
行
の
抑
制
、
社
会
活
動
の

デ
ン
グ
熱
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
ワ
ク
チ
ン
の
実
用
化
に
向
け
た
研
究
開
発
が
進

め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
国
及
び
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
は
、
必
要
に
応
じ
て
蚊
媒
介
感
染

症
の
ワ
ク
チ
ン
の
研
究
開
発
を
推
進
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
、
迅
速
診
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三

疫
学
研
究
の
推
進

三

疫
学
研
究
の
推
進

国
及
び
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
は
、
人
、
媒
介
蚊
及
び
環
境
に
お
け
る
詳
細
な
リ
ス
ク
因
子
の
解

明
に
関
す
る
研
究
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
罹
患
し
た
場
合
に
お
け
る
重
症
化
の
要
因
の
究
明
に
関
す
る
研
究
等

を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

国
及
び
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
は
、
人
及
び
環
境
に
お
け
る
詳
細
な
リ
ス
ク
因
子
の
解
明
に
関
す

る
研
究
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
罹
患
し
た
場
合
に
お
け
る
重
症
化
の
要
因
の
究
明
に
関
す
る
研
究
等
を
推
進
す

る
も
の
と
す
る
。

疫
学
研
究
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
研
究
の
円
滑
な
遂
行
の
た
め
、
必
要
に
応
じ
、
都
道
府
県
等
又
は
市

町
村
と
協
力
し
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

四

研
究
機
関
の
連
携
体
制
の
整
備

四

研
究
機
関
の
連
携
体
制
の
整
備

国
は
、
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
、
地
方
衛
生
研
究
所
等
、
大
学
等
か
ら
な
る
研
究
機
関
の
連
携
体

制
を
整
備
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
成
果
の
相
互
活
用
の
推
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。

国
は
、
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
、
地
方
衛
生
研
究
所
等
（
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
一
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
衛
生
研
究
所
等
を
い
う
。）、
大
学
等
か
ら
な
る
研
究
機
関

の
連
携
体
制
を
整
備
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
成
果
の
相
互
活
用
の
推
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。

五

（
略
）

五

（
略
）

維
持
等
、
危
機
へ
の
医
療
的
な
対
抗
手
段
と
な
る
重
要
性
の
高
い
医
薬
品
や
医
療
機
器
等
の
利
用
可
能
性
を

確
保
す
る
こ
と
が
必
要
な
感
染
症
を
い
う
。）で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
は
、
引
き
続
き
蚊
媒
介
感
染
症
の
ワ

ク
チ
ン
の
研
究
開
発
を
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
ワ
ク
チ
ン
の

研
究
開
発
に
加
え
て
、
迅
速
診
断
検
査
法
の
開
発
、
媒
介
蚊
を
駆
除
す
べ
き
場
所
の
選
定
方
法
、
殺
虫
剤
抵

抗
性
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
た
薬
剤
の
選
択
や
散
布
方
法
な
ど
を
含
め
た
有
効
か
つ
適
切
な
媒
介
蚊
の
駆
除

方
法
の
検
討
、
薬
剤
に
よ
ら
な
い
新
た
な
媒
介
蚊
の
対
策
手
法
の
開
発
、
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｇ
Ｉ
Ｓ
）

や
植
生
図
を
活
用
し
た
媒
介
蚊
の
分
布
調
査
、
外
来
性
媒
介
蚊
の
早
期
検
出
を
含
め
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス

テ
ム
の
構
築
な
ど
、
蚊
媒
介
感
染
症
へ
の
対
策
に
資
す
る
研
究
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。
国
及
び
国
立
健

康
危
機
管
理
研
究
機
構
は
、
必
要
に
応
じ
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
と
連
携
し
、
蚊

媒
介
感
染
症
の
ワ
ク
チ
ン
等
の
研
究
開
発
を
推
進
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。

断
検
査
法
の
開
発
、
媒
介
蚊
を
駆
除
す
べ
き
場
所
の
選
定
方
法
、
薬
剤
の
選
択
や
散
布
方
法
な
ど
を
含
め
た

有
効
か
つ
適
切
な
媒
介
蚊
の
駆
除
方
法
の
検
討
、
薬
剤
に
よ
ら
な
い
新
た
な
媒
介
蚊
の
駆
除
方
法
の
開
発
、

地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｇ
Ｉ
Ｓ
）
や
植
生
図
を
活
用
し
た
媒
介
蚊
の
分
布
調
査
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム

の
構
築
な
ど
、
蚊
媒
介
感
染
症
へ
の
対
策
に
資
す
る
研
究
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六

人
材
の
養
成

第
六

人
材
の
養
成

一

基
本
的
考
え
方

一

基
本
的
考
え
方

蚊
媒
介
感
染
症
や
媒
介
蚊
に
関
す
る
幅
広
い
知
識
や
技
術
を
有
す
る
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

蚊
媒
介
感
染
症
や
媒
介
蚊
に
関
す
る
幅
広
い
知
識
や
技
術
を
有
す
る
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

人
材
の
養
成
に
当
た
っ
て
は
、
国
及
び
都
道
府
県
等
の
ほ
か
、
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
等
を
始
め

と
す
る
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
研
究
機
関
、
大
学
、
日
本
医
師
会
、
関
係
諸
学
会
等
の
関
係
機
関
が
連
携

し
、
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

人
材
の
養
成
に
当
た
っ
て
は
、
国
及
び
都
道
府
県
等
の
ほ
か
、
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
等
の
研
究

機
関
及
び
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
大
学
、
日
本
医
師
会
、
関
係
諸
学
会
等
の
関
係
機
関
が
連
携
し
、
研
修

を
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二

都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
に
お
け
る
人
材
の
養
成

二

都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
に
お
け
る
人
材
の
養
成

都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
人
及
び
媒
介
蚊
に
つ
い
て
の
積
極
的
疫
学
調
査
の
研
修
、
蚊
の
捕
集
、
同

定
、
密
度
調
査
及
び
駆
除
に
関
す
る
研
修
、
病
原
体
検
査
の
研
修
等
を
通
じ
、
蚊
媒
介
感
染
症
や
媒
介
蚊
に

関
す
る
知
識
や
技
術
を
有
す
る
職
員
の
養
成
を
着
実
に
実
施
す
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、

こ
う
し
た
人
材
の
養
成
及
び
継
続
的
な
確
保
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
人
及
び
媒
介
蚊
に
つ
い
て
の
積
極
的
疫
学
調
査
の
研
修
、
蚊
の
捕
集
、
同

定
、
密
度
調
査
及
び
駆
除
に
関
す
る
研
修
、
病
原
体
検
査
の
研
修
等
を
通
じ
、
蚊
媒
介
感
染
症
や
媒
介
蚊
に

関
す
る
知
識
や
技
術
を
有
す
る
職
員
を
養
成
す
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
こ
う
し
た
人
材

の
養
成
及
び
継
続
的
な
確
保
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

国
に
よ
る
支
援
及
び
人
材
の
養
成

四

国
に
よ
る
支
援
及
び
人
材
の
養
成

国
は
、
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
等
を
通
じ
て
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町

村
に
対
し
て
研
修
の
実
施
な
ど
必
要
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町

村
が
実
施
す
る
研
修
の
中
核
を
担
う
人
材
の
養
成
を
行
う
も
の
と
す
る
。

国
は
、
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
等
を
通
じ
て
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町

村
に
対
し
て
必
要
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
研

修
の
中
核
を
担
う
人
材
の
養
成
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七

（
略
）

第
七

（
略
）

第
八

対
策
の
推
進
体
制
の
充
実

第
八

対
策
の
推
進
体
制
の
充
実

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

普
及
啓
発
の
充
実

三

普
及
啓
発
の
充
実

国
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
感
染
症
の
専
門
家
、
媒
介
蚊
の
専
門
家
、
医
療
関
係
者
、
事
業
者
、

報
道
機
関
等
と
連
携
し
、
蚊
媒
介
感
染
症
及
び
媒
介
蚊
に
関
す
る
正
し
い
知
識
や
、
行
政
機
関
が
実
施
す
る

媒
介
蚊
へ
の
対
策
や
積
極
的
疫
学
調
査
へ
の
協
力
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
周
知
を
図
る
も
の
と
す
る
。

国
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
感
染
症
の
専
門
家
、
媒
介
蚊
の
専
門
家
、
医
療
関
係
者
、
報
道
機
関

等
と
連
携
し
、
蚊
媒
介
感
染
症
及
び
媒
介
蚊
に
関
す
る
正
し
い
知
識
や
、
行
政
機
関
が
実
施
す
る
媒
介
蚊
へ

の
対
策
や
積
極
的
疫
学
調
査
へ
の
協
力
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
周
知
を
図
る
も
の
と
す
る
。
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国
は
、
関
係
省
庁
及
び
関
係
機
関
と
連
携
し
、
外
務
省
や
厚
生
労
働
省
検
疫
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
旅
行

会
社
等
を
通
じ
、
海
外
に
渡
航
す
る
者
向
け
の
情
報
提
供
及
び
注
意
喚
起
を
よ
り
一
層
強
化
す
る
も
の
と
す

る
。

国
は
、
関
係
省
庁
及
び
関
係
機
関
と
連
携
し
、
検
疫
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
旅
行
会
社
等
を
通
じ
、
海
外

に
渡
航
す
る
者
向
け
の
情
報
提
供
及
び
注
意
喚
起
を
よ
り
一
層
強
化
す
る
も
の
と
す
る
。

都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
住
民
向
け
の
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
等
を
通
じ
、
媒
介
蚊
へ
の
対
策
の
重
要
性

に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
平
常
時
か
ら
地
域
住
民
の
協
力
を
得
て
蚊
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
体
制
の
構
築
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
住
民
向
け
の
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
等
を
通
じ
、
媒
介
蚊
へ
の
対
策
の
重
要
性

に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
平
常
時
か
ら
地
域
住
民
の
協
力
を
得
て
蚊
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
体
制
の
構
築
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
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自治体における行動計画等及び蚊の調査結果事例について（参考） 

 

自治体における行動計画等の策定及び蚊の調査の参考にしていただくため、掲載について

御了承いただいた自治体の行動計画等及び蚊の調査結果事例を掲載します。掲載していない

自治体が行動計画の策定又は蚊の調査を実施していないとは限らないことに御留意くださ

い。 

 

１ 行動計画等 

 自治体名 公表先URL 

1 青森県 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/dengue_fever.html 

2 岩手県 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/kenkou/jouhou/1003105.html 

3 埼玉県 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/kansen/kabaikai/kabaikai.html 

4 東京都 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/tokyo_mosqu

ito_plan 

5 富山県 https://www.pref.toyama.jp/120511/kurashi/kenkou/kenkou/kj0000509.html 

6 福井県 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/kannsensyou-denngunetu/mosquito-

borne_infection.html 

7 山梨県 https://www.pref.yamanashi.jp/kansensho/kansensyou/mosquito-

borne_infection.html 

8 鳥取県 https://www.pref.tottori.lg.jp/257087.htm 

9 愛媛県 https://www.pref.ehime.jp/page/17711.html 

10 福岡県 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/dengu20140827.html 

11 沖縄県 https://www.pref.okinawa.jp/iryokenko/shippeikansensho/1005861/1018592/10

31252.html 

12 横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-

iryo/yobosesshu/kansensyoukeikaku/kansensyoukeikaku.html 

13 新宿区 https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/yobo01_001205.html 

 

２ 蚊の調査結果 
 

自治体名 公表先URL 

1 茨城県 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/information/19-

mosquito.html 

別紙２ 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/dengue_fever.html
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https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/kansen/kabaikai/kabaikai.html
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/tokyo_mosquito_plan
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/tokyo_mosquito_plan
https://www.pref.toyama.jp/120511/kurashi/kenkou/kenkou/kj0000509.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/kannsensyou-denngunetu/mosquito-borne_infection.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/kannsensyou-denngunetu/mosquito-borne_infection.html
https://www.pref.yamanashi.jp/kansensho/kansensyou/mosquito-borne_infection.html
https://www.pref.yamanashi.jp/kansensho/kansensyou/mosquito-borne_infection.html
https://www.pref.tottori.lg.jp/257087.htm
https://www.pref.ehime.jp/page/17711.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/dengu20140827.html
https://www.pref.okinawa.jp/iryokenko/shippeikansensho/1005861/1018592/1031252.html
https://www.pref.okinawa.jp/iryokenko/shippeikansensho/1005861/1018592/1031252.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/yobosesshu/kansensyoukeikaku/kansensyoukeikaku.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/yobosesshu/kansensyoukeikaku/kansensyoukeikaku.html
https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/yobo01_001205.html
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/information/19-mosquito.html
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/information/19-mosquito.html


 

 

 

2 群馬県 https://www.pref.gunma.jp/page/3330.html 

3 東京都 https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/kj_kankyo/mosq/mosquito/ 

4 神奈川県 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/cnt/ka/seisoku 

5 富山県 https://www.pref.toyama.jp/1279/kurashi/kenkou/kenkou/1279/department/d

epartment2/doubutsuyurai.html 

6 静岡県 https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shippeikansensho/kansensho/10

03073/1024237.html 

7 大阪府 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100030/iryo/osakakansensho/ka-

surveillancetop.html 

8 高知県 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2023071100224/ 

9 長崎県 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-

hoken/kansensho/kansenshou/mosquito/ 

10 宮崎県 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/yakumukansensho/kurashi/hoken/202504141

33634.html 

11 仙台市 https://www.city.sendai.jp/kenkoanzen-

kansen/kurashi/kenkotofukushi/kenkoiryo/kansensho/kanen/kanoseisokuzyou

kyoutyousa.html 

12 横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-

iryo/eiken/kansen-center/byogentai/infc-kabaikai.html 

13 川崎市 https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000060863.html 

14 静岡市 https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2371/s003408.html 

15 浜松市 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/yobo/kabaikai.html 

16 名古屋市 https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000071172.html 

17 大阪市 https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000005502.html 

18 堺市 https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/kansensho/kansensho/jokyo_touk

ei/kannsenshobaikai.html 

19 北九州市 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/18901105.html 

20 前橋市 https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kenko/hokenyobo/gyomu/2/1/2/

9370.html 

21 高崎市 https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/2196.html 

22 船橋市 https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p044990.html 

23 八王子市 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/tantoumadoguchi/013/010/p021844.html 
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24 横須賀市 https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3165/kannsennsyou/kasaabeiranskek

ka.html 

25 豊中市 https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kenko_hokeneisei/seikatu/nezum

i-gaichu/kanotaisaku.html 

26 吹田市 https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018645/1018646/1018647/1015400.h

tml 

27 高槻市 https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/39/2765.html 

28 枚方市 https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000001442.html 

29 八尾市 https://www.city.yao.osaka.jp/kenkou_fukushi/shokuhinneisei/1008560/101

3062.html 

30 寝屋川市 https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kenkou/hokenyobou/

kansensyo/sonota/1568079746323.html 

31 東大阪市 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000031241.html 

32 和歌山市 https://www.kansen-wakayama.jp/topcs/topcs100.html 

33 千代田区 https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/kankyoese/gaichu/chosa.html 

34 港区 https://www.city.minato.tokyo.jp/kurashi/shokuhin/kankyou/deng.html 

35 新宿区 https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/eisei03_002060.html 

36 墨田区 https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/eisei/sumai_eisei/surveilla

nce.html 

37 豊島区 https://www.city.toshima.lg.jp/214/kurashi/1507311506.html 

38 練馬区 https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/eisei/seikatsueisei/nezum

i/mosquito.html 

39 江戸川区 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kenko/eisei/eisei/kachosa/index.html 
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